
船舶事故等調査報告書 

平成２５年５月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２長第９８号 

事故等種類 定置網損傷 

発生日時 平成２４年１２月２１日 １９時０５分ごろ 

発生場所 長崎県平戸市生
いき

月
つき

港 

 生月港島防波堤Ａ南灯台から真方位０７０°２８０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２３.３′ 東経１２９°２６.３′） 

事故等調査の経過  平成２４年１２月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長

崎事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

引船 弓
ゆみ

張
はり

丸、１９５トン 

 １４０７４０、佐世保重工業株式会社（船舶所有者）、佐世保マリ

ン・アンド・ポートサービス株式会社（運航者） 

 乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船体中央部から船尾にかけて船底、ビルジキール及びコルトノ

ズルの塗装剝離 

定置網 道網、身網、側張ロープ等が切断 

 事故等の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、船首約２.６ｍ、船尾約３.８ｍ

の喫水で生月港内を真方位０９０°の針路、約５ノットの対地速力と

して出航中、平成２４年１２月２１日１９時０５分ごろ同港島防波堤

の東方に敷設された定置網（以下「本件定置網」という。）に乗り入

れた。 

 船長は、衝撃を感じて機関を停止し、作業灯及び探照灯を点灯して

調査したところ、本件定置網に乗り入れたことが判明したので、本件

定置網に本船を係留の上、運航者に本事故発生を連絡した。 

 本船は、翌２２日午前、潜水調査を行ったところ、推進器には何も

巻き込んでいなかったので、来援した作業ボート等で本件定置網から

引き出され、航行を再開した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 南東、風速 約１２m/s、視界 不良 

海象：波向 南東、波高 約１.５ｍ、潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項 

 

 船長は、過去に生月港への入港経験が約５回あり、また、地元の出

身でもあり、本件定置網の設置状況をよく承知していた。 

 船長は、本事故発生当日１８時４５分ごろ生月港に入港したとき、

本件定置網に設置された標識灯が点灯していることを確認していた。 

 船長は、本事故発生当時、雨を船首方向から受ける状況で視界が悪

く、機関部員を在橋させて探照灯で前方を照射させていたものの、先



の方までは見えず、また、うねりのため、本件定置網の浮子等がレー

ダーで確認できず、本件定置網の設置場所を見失ったが、同定置網の

設置状況を認識しているので航行できると思い、航行を続けた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、視界不良の生月港内を東進中、船長が本件定置網の設置場

所を見失った状態で航行を続けたことから、同定置網に進入して損傷

したものと考えられる。 

 船長は、本件定置網が目視及びレーダーで確認できなかったが、同

定置網の設置状況を認識しているので航行できると思い、航行を続け

たものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、視界不良の生月港内を東進中、船長が本

件定置網の設置場所を見失った状態で航行を続けたため、同定置網に

進入したことにより発生したものと考えられる。 

参考  船長は、本事故後、同種事故の再発防止のため、次のような点に留

意することとした。 

 ・不慣れな港への出入港に当たっては、事前に海図などで障害物の

有無を調査する。 

 ・航行経路を検討し、必要ならレーダー等にマークしておく。 

 ・入出港時、船橋に一等航海士を配置し、見張りを強化する。 

 ・視界不良時は、入出港を断念又は延期する。 

 




